
保険外併用療養費（選定療養）
の仕組みと問題点

2024年9月27日 大阪府保険医協会緊急学習集会

はじめに

 今年10月～長期収載医薬品の処方について、
「選定療養」として導入予定

 選定療養とはそもそも何か？保険外併用療養費
との違いは？などの質問も

 選定療養の基本的な仕組みについて説明

 制度の概要

 創設された経緯

 今後の動向、問題点
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保険外併用療養費とは
 一連の診療行為の中で、保険診療と保険外診療
（自費）の併用を例外的に可能にしたもの

→法律に基づき認められた混合診療

保険外併用療養費

 保険外併用療養費は以下の３つに分類

①評価療養

②患者申出療養

③選定療養

※保険診療と保険外診療の併用を認めるという点
では共通しているが、制度の趣旨が異なる
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評価療養とは

 評価療養とは、保険給付の対象とすべきかどう
か評価を行うことが必要なものが対象

→保険導入を前提としている

 先進医療、治験に係る診療、保険収載前の医薬
品、薬価基準収載医薬品の適応外使用など

 個別に施設基準が設定

患者申出療養とは

 先進医療や治験の対象外患者に対する医療等に
ついて、患者の申し出により、保険診療と保険
外診療の併用を認める制度（2016年に開始）

 保険導入される可能性もあるが、保険外に留め
置かれることが多い

 現在全国で７種類、19件のみ実施
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選定療養とは

 選定療養とは、保険導入は前提とせずに、患者の
選定によるものが対象（30種類）

 特別の療養環境の提供（差額ベッド代）1984年

 予約料・時間外診察 1992年

 紹介状無し病院受診時負担（初診）1996年

 紹介状無し病院受診時負担（再診）2002年

 180日超入院 2002年

 制限回数を超えて受けた診療 2005年

 紹介状無し受診時負担（特定機能病院等）2016年

 白内障患者への多焦点眼内レンズ支給 2020年

患者さんの快適性・
利便性を高めるもの

制限回数を超えて受けた診療
項目 要件 自費徴収するもの

腫瘍マーカー検査

ＡＦＰ、ＣＥＡ、Ｐ
ＳＡ、ＣＡ19-9

患者の不安軽減する必要
がある場合で、保険給付
の対象とならない２回目
以降の検査

２回目以降の検査の
実費

リハビリテーション
患者の治療に対する意欲
を高める必要がある場合
で、保険給付の対象とな
らないリハビリ

１日上限又は算定上
限日数超えのリハビ
リの実費

精神科デイケア等
患者家族の負担軽減が必
要な場合で、保険給付の
対象とならないケア

ケア開始１年超えの
週６日、７日目のケ
アの実費
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今年新たに追加された選定療養

 保険適用期間終了後のプログラム医療機器

 間歇スキャン式持続血糖測定器（診療報酬上対
象とならない患者）

 医療上必要があると認められない、患者都合に
よる精子の凍結・融解

 長期収載品の処方等又は調剤（2024年10月～）

選定療養の対象が、単に患者さんの利便性を高めるものから、
医療行為そのものに拡大している傾向

本来自由料金であるはずの選定療養で決められた金額を徴収する
点、従来保険適用されていたものを保険から外す点が異質

選定療養実施に当たっての基本ルール
 患者に対する説明と同意

選定療養の内容、費用について説明し、同意を
得なければならない

 院内掲示及びウェブサイト掲載

選定療養の内容、費用を院内掲示及びウェブサ
イトに掲載する（※ウェブサイトは経過措置有）

 報告

選定療養を新たに実施する場合又は特別の料金
を変更する場合、近畿厚生局に報告する

※上記とは別に各項目ごとに基準が設定
詳細は保険診療の手引Ｐ21～
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保険外併用療養費創設の経緯

 保険外併用療養の前身として、1984年に「特定
療養費制度」が創設。高度先進医療や差額ベッ
ド代が対象。その後、徐々に対象範囲が拡大

 2000年以降、国の規制改革に関する会議体から、
特定療養費制度の積極的活用や混合診療の解禁
を求める提言が出される

 2004年、規制改革・民間開放推進会議が「混合
診療の全面解禁」を要求

 同年の経済財政諮問会議で、当時の小泉首相が
「年内に解禁の方向で結論を出していただきた
い」と発言

 2004年12月に厚労大臣、規制改革担当大臣によ
る「いわゆる『混合診療』問題に係る基本的合
意」がなされ、改革の方向性が提示

 特定療養費制度を廃止し、「保険導入検討医療
（仮称）」（保険導入のための評価を行うも
の）と「患者選択同意医療（仮称）」（保険導
入を前提としないもの）とに新たに再構成

 「『必要かつ適切な医療は基本的に保険診療に
より確保する』という国民皆保険制度の理念
を基本に据えたものである」との一文が明記

 2006年健康保険法が改正され、保険外併用療養
の仕組みが導入され、「評価療養」、「選定療
養」に区分された
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保険外併用療養拡大の動き
 最近は「混合診療の解禁」という文言は用いず、
「保険外併用療養の拡大」を打ち出し

 骨太の方針2024では、「イノベーションの進展
を踏まえた医療や医薬品を早期に活用できるよ
う民間保険の活用も含めた保険外併用療養費制
度の在り方の検討を進める」と明記

厚生労働省「近未来健康活躍社会戦略」
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 財政審建議（2024年5月）
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 厚労省医療保険部会（2023/9/29）資料

終わりに
 保険外併用療養が保険導入のために活用される
のではなく、保険給付範囲を縮小し自己負担を
安易に増やすための手法に利用される懸念

 保険外診療については、民間保険に誘導してい
く流れ

 将来的には標準的な治療から外れる医療は選定
療養の対象に？電子処方箋、電子カルテ情報共
有、マイナポータルで情報を集約化（全国医療
情報プラットフォーム）との関連

 国民皆保険制度の下、必要な医療は保険給付さ
れるべき
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撤回署名ご協力のお願い

11


